
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 令和６年２月１７日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市外
と

川
がわ

漁港 

外川港東防波堤灯台から真方位２５７°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４１.６′ 東経１４０°５０.９′） 

事故の概要  遊漁船大
たい

盛
せい

丸は、外川漁港を南西進中、防波堤に衝突した。 

 大盛丸は、釣り客７人が負傷し、船首部に破口を伴う圧損を生じ

た。 

事故調査の経過  令和６年２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 大盛丸、９.１トン 

ＣＢ２－６０３１７（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９９ｍ（Lr）×３.２８ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５０１kＷ、昭和６３年３月 

 第２３２－１３７９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成元年１０月３１日 

  免許証交付日 平成３１年４月２３日 

         （令和６年１０月３０日まで有効） 

釣り客Ａ ５７歳 

 死傷者等 軽傷 ７人（釣り客） 

 損傷 船首部に破口を伴う圧損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時２２分ごろ 

 事故の経過 

 

 

 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａ及び釣り客９人を乗せ、

遊漁の目的で、令和６年２月１７日０５時３０分ごろ外川漁港南方沖

の釣り場に向け同港岸壁を出航した。（写真１参照） 
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写真１ 本船 

 

外川漁港は、南西方に延びる東防波堤と南東方に延びる西防波堤に

囲まれ、西方に港口が開いた漁港で、港口の正面約３００ｍには沖西

防波堤が設置されている。 

船長は、法定灯火並びに前部客室の屋根及び操舵室の屋根に設置さ

れた作業灯７個を点灯させ、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動

操舵で操船に当たった。（写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長の操船状況（再現） 
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写真３ 操縦席からの船首方及び左舷方の見通し状況 

 

作業灯は、前部客室屋根の両舷に各１個（①、②）及び操舵室屋根

の船首側に１個（③）が、船首部甲板上を照らすように船首方向き

に、操舵室屋根の両舷側に各２個（右舷側に④、⑤、左舷側に⑥、

⑦）が、両舷の通路を照らすように下向きにそれぞれ設置されてい

た。 

（写真４、図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 作業灯の設置状況 
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写真５ 釣り客Ａ（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ：点灯していた作業灯（①～⑦） 

 

 

 

 

 

 

図１ 作業灯の配置図 

 

釣り客は、出航時、船首部甲板の長椅子に７人、船尾部甲板の長椅

子に３人が、それぞれ腰を掛けていた。（写真５、写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 釣り客の配置（船首部甲板） 

 

船長は、‘東防波堤（陸側）の南西端に設置されている簡易標識灯

（赤灯）’（以下「赤灯」という。）と‘西防波堤の南東端に設置され

ている簡易標識灯（緑灯）’（以下「緑灯」という。）の灯光をそれぞ

れ視認し、両灯の中央付近に向け、本船を南西進させた。（図２参

照） 
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図２ 事故発生経過概略図 

 

船長は、その後、ふだんのように‘左舵を取る際の目印としている

外川港東防波堤灯台の灯光’（以下「本件灯光」という。）（灯質：単

閃赤光、毎４秒に１閃光、高さ１３ｍ）を見ながら沖西防波堤の手前

で左舵を取るつもりで、左舷方に見えてくるはずの本件灯光を目視で

探しながら航行した。 

船長は、点灯させた作業灯で周囲が見えにくく感じたものの、外川

漁港の出入港の経験が豊富で慣れた海域であったので、ふだんどおり

本件灯光を見ながら沖西防波堤の手前で左転できると思った。 

船長は、目視のみで本件灯光を探して左舷方を見ながら約６ノット

の対地速力で操船していたところ、０５時４０分ごろ、船体に突然衝

撃を感じ、本船が沖西防波堤に衝突したことに気付いた。 

船長は、機関を一旦中立運転として、釣り客の負傷の状況及び本船

の損傷状況を確認後、本船を自力で係船場所に帰航させ、携帯電話で

家族に連絡して救急車の手配を依頼した。 

連絡を受けた消防署は、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

釣り客Ａは、救急車で病院に搬送されて診察を受け、後日、約１か

月間の通院加療を要する左鎖骨骨折の診断を受け、ほか釣り客６人

は、後日、打撲等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) 本船に関する情報 

本船は、令和６年１月に購入されており、２月から遊漁船とし

て使用されていた。 

本船のＧＰＳプロッターには、沖西防波堤及び東防波堤（沖

本船の係船場所 

× 外川港東防波堤灯台（本件灯光） 

本船 

沖西防波堤 予定進路 

西防波堤 

東防波堤（陸側） 

東防波堤（沖側） 

本事故発生場所 

（令和６年２月１７日 

 ０５時４０分ごろ発生） 

外川漁港 

赤灯 

緑灯 
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側）が表示されていた。 

(2) 船長に関する情報 

船長は、約４０年前に家族が経営する遊漁船業を手伝い始め、

遊漁船の船長として約３０年の経験を有し、平成２１年３月に千

葉県知事から遊漁船業者としての登録を受けていた。 

(3) 船長の見張り及び作業灯の使用に関する情報 

船長は、ふだんから航行している慣れた漁港内であるので、目

視のみで見張りを行い、ＧＰＳプロッターの画面で船位及び速力

などの確認をする習慣がなかった。 

船長は、本事故当時、本船の操船が４回目で、夜間に本船の作

業灯を点灯させて操船するのは初めてであった。 

船長は、次のことから、作業灯を点灯させたまま航行してい

た。 

① 以前使用していた船に比べると作業灯が明るく、本事故当

時は、周囲が見えにくく感じたものの、過去の出入港時に本

件灯光が見えない経験がなかったので、ふだんどおり安全に

航行できると思った。 

② 日出前で暗く、釣り場に到着するまでの航行時間が約１０

～２０分間と短かったので、釣り客の仕掛け等の釣りの準備

を行いやすくしようとした。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、外川漁港を南西進中、船長が、船首部甲板等に向けた作業

灯を点灯していたことから周囲が見えにくくなり、本件灯光に気付か

ないまま左舵を取らずに、船首方の沖西防波堤に衝突したものと考え

られる。 

船長は、作業灯の影響で周囲が見えにくく感じていたものと考えら

れる。 

船長は、次のことから、周囲が見えにくい状態であったものの、作

業灯を点灯させたまま航行したものと考えられる。 

(1) 釣り場に到着するまでの航行時間が約１０～２０分間と短く、

釣り客の釣りの準備を行いやすくしようとしたこと。 

(2) 過去の出入港時に本件灯光が見えなかった経験はなく、ふだん

どおり安全に航行できると思ったこと。 

 船長は、ふだんから航行している慣れた漁港内であったことから、

表示させたＧＰＳプロッターの画面で船位等を確認する習慣がなかっ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、外川漁港を南西進中、船長が、釣り客の



- 7 - 

釣りの準備を行いやすくしようと、船首部甲板等に向けた作業灯を点

灯していたため、周囲が見えにくくなり、本件灯光に気付かないま

ま、船首方の沖西防波堤に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、夜間に航行する場合、見張りを妨げる作業灯は消灯する

こと。 

・船長は、夜間に航行する場合、ふだん航行する海域であっても、

目視だけでなく、ＧＰＳプロッター等を活用して船位や防波堤等

の位置関係を確認すること。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 
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